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【未成年口座】株式委託手数料キャンペーンの実施について 
 
 

松井証券は、平成 26年 7月 1日（火）より、「未成年口座」における売買代金 100万円相当ま

での株式委託手数料を毎月キャッシュバックするキャンペーンを実施します。本件の趣旨は以下

のとおりです。 

 

本年より導入された NISA（少額投資非課税制度）の動向＊を見ると、総口座数は伸びているも

のの、60歳代以上の口座開設者が全体の約 6割に上り、投資未経験者は約 1割に留まります。ま

た、NISA総買付額に占める 20歳代、30歳代の割合は 8.5％に過ぎず、若年層を中心とした「貯

蓄から投資へ」は未だ進んでいないと言わざるを得ません。 

 

一方、証券投資の多数派である 60歳代以上の関心事の一つとして、相続の問題が注目されてい

ます。平成 27年 1月以降の相続税増税により、現在は相続全体の 4％程度である相続税の申告対

象者数が、地価の高い東京都区部では 5 倍の 2 割にまで上るという試算も見られます。相続税対

策は、もはや一部の個人のみ必要なものではなくなり、今後ますます生前贈与のニーズが高まる

ものと考えられます。 

 

上記の背景を踏まえ、若年層投資家を創出し、個人投資家のすそ野を拡大する施策として、日

本証券業協会において未成年者向け『ジュニア NISA』の創設が議論に上がっております。この制

度の要は、いかに世代間の資産移転を促進し、かつ、未成年者の資産運用の妨げになる要因を排

除できるかに懸かっているものと考えます。 

 

当社は平成 14年より、「相続税対策として年間の贈与税の基礎控除額（110万円）を利用して

株式の生前贈与を適切に行いたい」という個人投資家のニーズに応え、株式の『贈与支援サービ

ス』を取り扱っております。これにより、契約等の手続きが煩雑なため躊躇していた個人投資家

にスムーズな株式贈与の機会を提供しています。 

 

今般、「未成年口座」における株式委託手数料キャンペーンを実施することで、未成年者が受

贈した現金・株式を元に、できるだけコストをかけず資産運用を行うことができる仕組みが整い

ます。本取り組みによって、『ジュニア NISA』創設を待たずに、世代間の資産移転を促し、個人

投資家のすそ野を拡大することに寄与できるものと考えます。 

 

 松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。 

 

以上 
 
＊日本証券業協会「証券会社の NISA口座の開設・利用状況（平成 26年 3月 31日現在）」および金融庁「NISA

口座の利用状況等について（平成 26年 6月）」を参照 

 
 



 

 

 

 

 

別表 
 

◆手数料キャッシュバックキャンペーンの概要 

 

対象期間 平成 26年 7月 1日（火）～平成 26年 12月 30日（火） 

対象口座 未成年口座 

対象取引 株式現物取引 

キャンペーン内容 対象取引の委託手数料を、各月毎に最大 1,080円までキャッシュバックします。 

 
 
 
 

 
 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

■ 株式取引は株価の変動等により損失を生じるおそれがあります。 

■ 株式取引の委託手数料はインターネット経由の場合、1 日の約定代金の合計が 10 万円まで無
料、30 万円まで 300 円、50 万円まで 500 円、100 万円まで 1,000 円、以後 100 万円増える
ごとに 1,000 円加算されます。約定代金が 1 億円以上の場合 100,000 円（上限）です。電話
経由の場合は約定代金×1%（最低手数料 20 円）です。単元未満株売却の委託手数料はイン
ターネット経由の場合、1約定ごとに約定代金×0.6%、電話経由の場合は、約定代金×1%で
す（手数料表示はすべて税抜）。 

■ キャッシュバックおよびプレゼントの金額は課税対象となり、確定申告が必要な場合があり
ます。詳細は所轄の税務署へご確認ください。 

■ キャッシュバックの事務処理時点で、ネットストック口座を解約している場合は、キャッシ
ュバックの対象外となります。 

■ 未成年口座および贈与支援サービスの詳細は当社WEBサイトでご確認ください。 

■ 当社WEBサイトの上場有価証券等書面、取引規程等をご覧いただき、内容を十分ご理解のう
え、ご自身の判断と責任によりお申込みください。 

■ 口座基本料は個人の場合には原則無料ですが、一定の条件に該当する法人は年間 30,000円（税

抜）の特別課金の対象となります。 

※各種書面の郵送交付には年間 1,000円（税抜）をご負担いただく場合があります。 

■ 業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 164号 

■ 加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 
 

【お客様からのお問い合わせ先】        【報道関係からのお問い合わせ先】 

口座開設サポート（平日 08:30～17:00）         常務取締役 和里田 聰 

0120-021-906（03-5216-0617）             03-5216-8650 
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